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   第 1 章 総則 

（目的） 

第 1 条 この条例は，屋外広告物法（昭和 24 年法律第 189号。以下「法」という。）の

規定に基づき，屋外広告物（以下「広告物」という。）及び屋外広告業（法第 2 条第 2
項に定めるものをいう。以下同じ。）について必要な規制を行い，もって良好な景観を

形成し，若しくは風致を維持し，又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。 
（広告物のあり方） 

第 2 条 広告物又は広告物を掲出する物件（以下「広告物等」という。）は，良好な景観

の形成及び風致を害し，並びに公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければな

らない。 
 
   第 2 章 広告物等の制限 

（許可） 

第 3 条 本市において広告物等を表示し，又は設置しようとする者は，規則で定めるとこ

ろにより，あらかじめ，市長の許可を受けなければならない。 
2  前項の許可の基準は，規則で定める。 

改正 平成 12 年 10 月 2 日条例第  73 号 
   平成 13 年 7 月 2 日条例第  28 号 
   平成 15 年 3 月 25 日条例第  24 号 
   平成 16 年 12 月 24 日条例第 121 号 
   平成 17 年 3 月 18 日条例第  23 号 
   平成 17 年 9 月 30 日条例第 104 号 
   平成 18 年 3 月 27 日条例第  31 号 
   平成 19 年 3 月 26 日条例第  43 号 
   平成 21 年 7 月 7 日条例第  42 号 

平成 24 年 3 月 16 日条例第  35 号 
平成 29 年 3 月 22 日条例第  14 号 
令和  3 年 3 月 26 日条例第  13 号 
 

平成 7 年12月26日 
条 例 第  59 号 
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(注)本審議会に関連の低い
　　条文は省略しています

新潟市屋外広告物条例・施行規則・告示（抜粋）



3  第 1 項の許可には，良好な景観を形成し，若しくは風致を維持し，又は公衆に対する

危害を防止するため必要な条件を付すことができる。 
4  第 1 項の規定による許可の期間は， 3 年を超えることができない。 
5  第 1 項の許可を受けようとする者は，当該許可に係る広告物等を管理する者を定めな

ければならない。ただし，規則で定める広告物等を管理する者は，法第 10 条第 2 項第

3 号イに規定する登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識に

ついて行う試験に合格した者その他規則で定める資格を有する者でなければならない。 
6  第 1 項の許可を受けようとする者は，許可申請の 30 日以上前に，その内容を市長と

協議しなければならない。ただし，規則で定める行為に該当しないものは，この限りで

ない。 
7  市長は，前項に規定する協議があった場合において，第 2 条の規定に適合しないと認

められるときは，当該行為をしようとする者に対し，必要な措置を講ずるよう助言し，

又は指導するものとする。 
（変更及び継続の許可） 

第 4 条 前条の規定による許可を受けた者が，当該広告物等を変更し，又は改造しようと

するときは，規則で定めるところにより，あらかじめ，市長の許可を受けなければなら

ない。ただし，規則で定める軽微な変更又は改造の場合は，この限りでない。 
2  前条の規定による許可を受けた者が，許可の期間が満了した後，更に継続して広告物

等を表示し，又は設置しようとするときは，規則で定めるところにより，あらかじめ，

市長の許可を受けなければならない。 
3  第 1 項の許可及び規則で定める軽微な変更又は改造については前条第 2 項から第 7 項

まで，前項の許可については前条第 2 項から第 5 項までの規定を準用する。 
（管理者等の変更） 

第 5 条 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し，又は設置する者は，当該広

告物等を管理する者を変更したときは，規則で定めるところにより，その旨を市長に届

け出なければならない。 
2  この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し，又は設置する者に変更があった

ときは，新たにこれらの者となった者は，遅滞なく，規則で定めるところにより，その

旨を市長に届け出なければならない。 
3  この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し，若しくは設置する者又は当該広

告物等を管理する者（以下「管理者等」という。）が，その氏名若しくは名称又は住所

を変更したときは，遅滞なく，規則で定めるところにより，その旨を市長に届け出なけ

ればならない。 
（規格の設定） 

第 6 条 次の各号に掲げる広告物等を表示し，又は設置しようとする者は，規則で定める

規格に従わなければならない。 



(1)  建築物又は工作物を利用するもの 
(2)  電柱又は街灯柱等を利用するもの 
(3)  広告塔又は広告板 
(4)  道路又は鉄道等（鉄道及び軌道をいう。以下同じ。）の沿線に設置するもの 
(5)  前各号に掲げるもののほか，規則で定めるもの 

（禁止地域） 

第 7 条 次の各号に掲げる地域又は場所で市長が指定する地域又は場所には，広告物等を

表示し，又は設置してはならない。 
(1)  都市計画法（昭和 43 年法律第 100号）第 2 章の規定により定められた第一種低

層住居専用地域，第二種低層住居専用地域及び風致地区 
(2)  文化財保護法（昭和 25 年法律第 214号）第 27 条又は第 78 条第 1 項の規定に

より指定された建造物及び敷地並びにその周囲若しくは同法第 109条第 1 項又は第

110条第 1 項の規定により指定され，又は仮指定された地域 
(3)  新潟県文化財保護条例（昭和 48 年新潟県条例第 33 号）第 5 条第 1 項又は第

26 条第 1 項の規定により指定された建造物及びその敷地並びにその周囲若しくは

同条例第 31 条第 1 項の規定により指定された地域 
(4)  新潟市文化財保護条例（昭和 47 年新潟市条例第 4 号）第 3 条第 1 項の規定によ

り指定された建造物及びその敷地並びにその周囲 
(5)  道路，鉄道等及びそれらに接続する地域 
(6)  新潟市樹木の保存及び緑化の推進に関する条例（昭和 50 年新潟市条例第 3 号）

第 7 条第 1 項の規定により指定された保存樹林のある区域及びその周囲 
(7)  都市公園法（昭和 31 年法律第 79 号）第 2 条第 1 項に規定する都市公園及びそ

の周囲 
(8)  自然公園法（昭和 32 年法律第 161号）第 5 条の規定により指定された国立公園

及び国定公園の区域 
(9)  河川，湖沼，海浜及びそれらの周囲 
(10) 駅前広場及びその周囲 
(11) 墓地及びその周囲 

（禁止物件） 

第 8 条 次に掲げる物件には，広告物等を表示し，又は設置してはならない。 
(1)  橋，トンネル，高架構造物，分離帯，交通島及び植樹帯 
(2)  よう壁の類 
(3)  街路樹，路傍樹及び新潟市樹木の保存及び緑化の推進に関する条例第 7 条第 1 項

の規定により指定された保存樹 
(4)  信号機，道路標識，道路上の柵，駒止め，里程標，道路元標，カーブミラー，路

上信号制御機，道路情報管理施設，パーキングメーター及びこれらに類するもの 



(5)  電柱，街灯柱その他電柱の類で，市長が指定するもの 
(6)  消火栓，火災報知機及び火の見やぐら 
(7)  郵便ポスト，電話ボックス及び路上変圧器 
(8)  送電塔，送受信塔及び照明塔 
(9)  煙突及びガスタンク，水道タンクその他タンクの類 
(10) 銅像，神仏像及び記念碑の類 
(11) 景観法（平成 16 年法律第 110号）第 19 条第 1 項の規定により指定された景観

重要建造物及び同法第 28 条第 1 項の規定により指定された景観重要樹木 
2  次の各号に掲げる物件には，はり紙，はり札等（法第 7 条第 4 項に規定するはり札等

をいう。以下同じ。），広告旗（同項に規定する広告旗をいう。以下同じ。）又は立看

板等（同項に規定する立看板等をいう。以下同じ。）を表示し，又は設置してはならな

い。 
(1)  電柱，街灯柱その他電柱の類及び消火栓標識 
(2)  地下道の上屋 
(3)  アーチの支柱及びアーケードの支柱その他これらに類するもの 

（禁止広告物等） 

第 9 条 次に掲げる広告物等については，これを表示し，又は設置してはならない。 
(1)  著しく汚染し，たい色し，又は塗料等のはく離したもの 
(2)  著しく破損し，又は老朽したもの 
(3)  倒壊又は落下のおそれのあるもの 
(4)  信号機又は道路標識等に類似し，又はこれらの効用を妨げるおそれがあるもの 
(5)  道路交通の安全を阻害するおそれがあるもの 

（適用除外） 

第10条 次に掲げる広告物等については，第 3 条，第 7 条，第 8 条及び第 14 条の規定は，

適用しない。 
(1)  法令の規定により表示し，又は設置する広告物等 
(2)  公職選挙法（昭和 25 年法律第 100号）による政治活動又は選挙運動のために使

用するポスター，立札等又はこれらを掲出する物件 
(3)  国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示し，又は設置する広告物等で，市

長が公益上必要と認めるもの 
(4)  公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を表示し，又は設置する広告物等で，規

則で定める基準に適合するもの 
(5)  講演会，展覧会又は音楽会等のためその会場の敷地内に表示し，又は設置する広

告物等 
(6)  冠婚葬祭又は祭礼等のため，一時的に表示し，又は設置する広告物等 

2  次に掲げる広告物等については，第 3 条及び第 7 条の規定は，適用しない。 



(1)  自己の氏名，名称，店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示

するため，自己の住所又は事業所，営業所若しくは作業場に表示し，又は設置する

広告物等で，規則で定める基準に適合するもの 
(2)  自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し，又は設置する広告

物等で，規則で定める基準に適合するもの（前号に掲げるものを除く。） 
(3)  工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示し，又は設置する広告物等で，

規則で定める基準に適合するもの 
(4)  人若しくは動物又は車両若しくは船舶等に表示し，又は設置する広告物等 
(5)  地方公共団体が設置する公共掲示板に表示する広告物 
(6)  その他市長が必要と認めるもの 

3  政治資金規正法（昭和 23 年法律第 194号）第 6 条第 1 項の規定による届出を行った

政治団体が政治活動のために表示し，又は設置するはり紙，はり札等，広告旗又は立看

板等で，規則に定める基準に適合するものについては，第 3 条の規定は，適用しない。 
4  規則で定める営利を目的としない広告物等については，第 3 条の規定は，適用しない。 
5  次に掲げる広告物等については，第 8 条第 1 項の規定は，適用しない。 

(1)  第 8 条第 1 項第 8 号又は第 9 号に掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の氏

名，名称，店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を示すために表示

し，又は設置する広告物等で，規則で定める基準に適合するもの 
(2)  前号に掲げるもののほか，第 8 条第 1 項各号に掲げる物件にその所有者又は管理

者が管理上の必要に基づき表示し，又は設置する広告物等 
（経過措置） 

第11条 第 7 条，第 8 条及び第 14 条の規定による市長の指定又は認定があった際，当該

指定又は認定のあった地域若しくは場所又は物件に現に適法に表示され，又は設置され

ていた広告物等については，当該指定又は認定のあった日から 3 年間（この条例の規定

による許可を受けていたものにあっては，当該許可の期間）は，これらの規定は，適用

しない。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合においてその期間

が経過したときは，その申請に対する処分がある日まで，また同様とする。 
（手数料） 

第12条 （略） 
 
   第 3 章 広告物活用地区等 

（広告物活用地区） 

第13条 市長は，第 7 条に規定する地域又は場所以外の区域で，広告物を積極的に活用す

る必要があると認める区域（以下「広告物活用地区」という。）を指定することができ

る。 
2  広告物活用地区内においては，市長が定める基準に適合した広告物等を表示し，又は



設置する場合に限り，第 6 条及び第 8 条（市長が指定する物件に係るものに限る。）の

規定は，適用しない。 
（広告物協定地区） 

第14条 一定の区域内の土地の所有者及び地上権又は賃借権を有する者（以下「土地所有

者等」という。）は，当該区域の景観を整備するため，当該区域における広告物等に関

する協定（以下「広告物協定」という。）を締結し，市長に対しその認定を求めること

ができる。 
2  広告物協定においては，次の各号に掲げる事項を定めるものとする。 

(1)  広告物協定の目的 
(2)  広告物協定の目的となる区域（以下「広告物協定地区」という。） 
(3)  広告物協定地区内の広告物等に関する基準 
(4)  広告物協定の有効期間 
(5)  広告物協定に違反があった場合の措置 
(6)  その他広告物協定の実施に関する事項 

3  第 1 項の認定を受けた広告物協定を変更しようとする場合においては，その全員の合

意をもってその旨を定め，市長の認定を受けなければならない。 
4  市長は，第 1 項又は前項の認定をしたときは，当該認定を受けた広告物協定締結者に

対して，技術的援助等を行うことができる。 
5  広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に係る土地所有者等以外の土地所

有者等は，第 1 項又は第 3 項の認定後いつでも，市長に対して書面でその意思を表示す

ることによって，当該広告物協定に加わることができる。 
6  市長は，第 1 項又は第 3 項の認定を受けた広告物協定に係る広告物協定地区内におい

て広告物等を表示し，又は設置する者に対し，当該広告物協定地区内の景観を整備する

ために必要な指導又は助言をすることができる。 
7  広告物協定に係る土地所有者等は，第 1 項又は第 3 項の認定を受けた広告物協定を廃

止しようとする場合においては，その過半数の合意をもってその旨を定め，市長の認定

を受けなければならない。 
8  市長は，広告物協定の内容及びその運用が当該地域の景観を整備する上で適当でなく

なったと認めるときは，第 1 項又は第 3 項の認定を取り消すものとする。 
 
   第 4 章 管理，監督等 

（許可の表示） 

第15条 この条例の規定による許可を受けた者は，規則で定めるところにより，当該許可

に係る広告物等に許可を受けた旨の表示をしなければならない ｡  
（管理義務） 

第16条 広告物等を表示し，若しくは設置する者又はこれらを管理する者は，これらに関



し補修，除却その他必要な管理を行い，常に良好な状態に保持しなければならない ｡  
（点検） 
第16条の 2  広告物等を表示し，若しくは設置する者は広告物等を管理する者に，広告 

物等の本体，接合部，支持部分等の劣化及び損傷の状況の点検をさせなければならな 

い。ただし、規則別表第 2 で定める簡易広告物にあっては、この限りではない。 

（除却義務等） 

第17条 広告物等を表示し，若しくは設置する者又はこれらを管理する者は，許可の期間

が満了したとき，若しくは第 18 条の規定により許可が取り消されたとき，又は広告物

等を表示し，若しくは設置する必要がなくなったときは，遅滞なく，当該広告物等を除

却しなければならない。また，第 11 条に規定する広告物等について，同条の規定によ

る期間が経過した場合においても，同様とする。 
2  管理者等は，この条例の規定による許可に係る広告物等を除却したとき，又は滅失し

たときは，遅滞なく，規則で定めるところにより，その旨を市長に届け出なければなら

ない。 
（許可の取消し） 

第18条 市長は，この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する

ときは，許可を取り消すことができる。 
(1)  第 3 条第 3 項（第 4 条第 3 項において準用する場合を含む。）の規定による許可

の条件に違反したとき。 
(2)  第 4 条第 1 項の規定に違反したとき。 
(3)  第 19 条第 1 項の規定による市長の命令に違反したとき。 
(4)  虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。 

（違反に対する措置命令等） 

第19条 市長は，この条例又はこの条例に基づく許可に付した条件に違反して広告物等を

表示し，若しくは設置する者又は広告物等を管理する者に対し，当該広告物等の表示若

しくは設置の停止を命じ，又は 5 日以上の期限を定めて，当該広告物等の改修，移転，

除却その他必要な措置を命ずることができる。 
2  市長は，前項の規定による措置を命じようとする場合において，当該広告物等を表示

し，若しくは設置する者又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができな

いときは，これらの措置を自ら行い，又はその命じた者若しくは委任した者に行わせる

ことができる。ただし，広告物を掲出する物件を除却する場合においては，期限を定め，

これを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは，自ら又はその命じた者若し

くは委任した者が除却する旨を告示しなければならない。 
3  前項の期限は，告示の日から起算して 5 日を経過する日以後としなければならない。

ただし，公衆に危害を及ぼすおそれのあるときは，この限りでない。 
（広告物等を保管した場合の公示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第19条の 2  （略） 
（広告物等を保管した場合の公示の方法） 

第19条の 3  （略） 
（保管した広告物等の売却等） 

第19条の 4  （略） 
（広告物等の価額の評価の方法） 

第19条の 5  （略） 
（保管した広告物等を売却する場合の手続） 

第19条の 6  （略） 
（広告物等を返還する場合の手続） 

第19条の 7  （略） 
（立入検査等） 

第20条 （略） 
 
（処分，手続等の効力の承継） 

第21条 （略） 
 
   第 5 章 屋外広告業 

（屋外広告業の登録） 

第22条 （略） 
（登録の申請） 

第22条の 2  （略） 
（登録の実施） 

第22条の 3  （略） 
（登録の拒否） 

第22条の 4  （略） 
（登録事項の変更の届出） 

第22条の 5  （略） 
（登録簿の閲覧） 

第22条の 6  （略） 
（廃業等の届出） 

第22条の 7  （略） 
（登録の抹消） 

第22条の 8  （略） 
（業務主任者の選任等） 

第22条の 9  （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（標識の掲示） 

第22条の10 （略） 
（帳簿の備付け等） 

第22条の11 （略） 
（講習会） 

第23条 （略） 
（登録の取消し等） 

第24条 （略） 
（監督処分簿の備付け等） 

第24条の 2  （略） 
（登録手数料） 

第24条の 3  （略） 
（屋外広告業を営む者に対する指導，助言及び勧告） 

第25条 市長は，本市の区域内で屋外広告業を営む者に対し，良好な景観を形成し，若し

くは風致を維持し，又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導，助言及び勧告

を行うことができる。 
 
   第 6 章 雑則 

（告示） 

第26条 市長は，第 7 条，第 8 条第 1 項第 5 号及び第 13 条第 1 項の規定による指定をし

たとき，同条第 2 項の規定による基準を定め，又はこれらを変更したとき，並びに第

14 条第 1 項，第 3 項及び第 7 項の規定による認定をし，又は同条第 8 項の規定による

認定を取り消したときは，その旨を告示するものとする。 
（審議会） 

第27条 市長は，次に掲げる場合においては，新潟市景観審議会の意見を聴かなければな

らない。 
(1)  第 3 条第 2 項の規定による許可の基準を設定し，又は変更しようとするとき。 
(2)  第 6 条の規定による規格を設定し，又は変更しようとするとき。 
(3)  第 7 条及び第 8 条の規定による指定をし，又は変更しようとするとき。 
(4)  第 10 条第 1 項第 4 号，第 2 項第 1 号から第 3 号まで及び第 5 項第 1 号並びに第

13 条第 2 項の規定による基準を設定し，又は変更しようとするとき。 
(5)  第 13 条第 1 項の規定による指定をしようとするとき。 
(6)  第 14 条第 1 項，第 3 項及び第 7 項の規定による認定をしようとするとき。 
(7)  第 14 条第 8 項の規定による認定の取消しをしようとするとき。 

（委任） 

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 



（適用上の注意） 

第29条 この条例の適用にあたっては，国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を

不当に侵害しないように留意しなければならない。 
 
   第 7 章 罰則 

第30条 次の各号のいずれかに該当する者は， 1 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に

処する。 
(1)  第 22 条第 1 項又は第 3 項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営ん 

だ者 
(2)  不正の手段により第 22 条第 1 項又は第 3 項の登録を受けた者 
(3)  第 24 条第 1 項の規定による営業の停止の命令に違反した者 

第31条 第 19 条第 1 項の規定による市長の命令に違反した者は， 50 万円以下の罰金に

処する。 
第32条 次の各号のいずれかに該当する者は， 30 万円以下の罰金に処する。 

(1)  第 3 条，第 7 条又は第 8 条の規定に違反して広告物等を表示し，又は設置した者 
(2)  第 4 条の規定に違反して広告物等を変更し，又は改造した者 
(3)  第 17 条第 1 項の規定に違反して広告物等を除却しなかった者 
(4)  第 22 条の 5 第 1 項の規定による届出をせず，又は虚偽の届出をした者 
(5)  第 22 条の 9 第 1 項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者 
(6)  第 22 条の 9 第 3 項の規定に違反して休止しなかった者 
(7)  第 22 条の 9 第 4 項の規定に違反して休止を解除しようとする旨の届出をしなか

った者 
第33条 次の各号のいずれかに該当する者は， 20 万円以下の罰金に処する。 

(1)  第 20 条第 1 項に規定する報告若しくは資料の提出をせず，若しくは虚偽の報告

若しくは資料の提出をし，又は同項の規定による検査を拒み，妨げ，若しくは忌避

し，若しくは質問に対して答弁をせず，若しくは虚偽の答弁をした者 
(2)  第 20 条第 2 項に規定する報告若しくは資料の提出をせず，若しくは虚偽の報告

若しくは資料の提出をし，又は同項の規定による検査を拒み，妨げ，若しくは忌避

し，若しくは質問に対して答弁をせず，若しくは虚偽の答弁をした者 
第34条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人，使用人その他の従業者が，その法人

又は人の業務に関して第 30 条から前条までの違反行為をした場合においては，行為者

を罰するほか，その法人又は人に対しても，各本条の罰金刑を科する。 
第35条 次の各号のいずれかに該当する者は， 5 万円以下の過料に処する。 

(1)  第 22 条の 7 第 1 項の規定による届出を怠った者 
(2)  第 22 条の 10 の規定に違反して標識を掲げない者 
(3)  第 22 条の 11 の規定に違反して，帳簿を備えず，帳簿に記載せず，若しくは虚



偽の記載をし，又は帳簿を保存しなかった者 
 

   附 則 抄 （略） 

 
 附 則 （略） 
 



新潟市屋外広告物条例施行規則 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（趣旨） 

第1条 この規則は，新潟市屋外広告物条例（平成7年新潟市条例第59号。以下「条例」

という。）の施行に関し，必要な事項を定めるものとする。 

（許可の申請） 

第2条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者（次項に掲げる者を除

く。）及び条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は，別記様式第1号に

よる屋外広告物許可申請書正副2通に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなけ

ればならない。ただし，市長がその必要がないと認める場合は，添付書類の一部又は全

部を省略することができる。 

(1) 広告物等（条例第2条に規定する広告物又は広告物を掲出する物件をいう。以下同

じ。）を表示し，又は設置する場所及び周辺の状況を示す図面及びカラー写真 

(2) 広告物等の形状，寸法，構造，意匠，色彩，表示の方法等に関する仕様書及び図

面又は広告物等の見本 

(3) 広告物等を表示し，又は設置する土地又は建築物等が自己の所有又は管理に属さ

ない場合は，当該土地又は建築物等の所有者若しくは管理者の承諾があったことを

証する書面又はその写し 

(4) 他の法令の規定により許可等を要する場合は，当該許可を受けていることを証す

る書面又はその写し 

(5) その他市長が必要と認める書類 

改正 平成 15 年 3 月 25 日規則第 18 号 
   平成 17 年 3 月 18 日規則第 105 号 
   平成 17 年 10 月 3 日規則第 212 号 
   平成 18 年 3 月 27 日規則第 18 号 
   平成 19 年 3 月 26 日規則第 23 号 
   平成 21 年 7 月 13 日規則第 62 号 

平成 24 年 3 月 16 日規則第 12 号 
   平成 24 年 7 月 2 日規則第 79 号 
   平成 27 年 12 月 4 日規則第 81 号 
   平成 27 年 12 月 21 日規則第 82 号 
   平成 29 年 3 月 22 日規則第 8 号 
   令和 3 年 3 月 31 日規則第 26 号 

平成 8 年 3 月 1 日 
規 則 第 17 号 



2 既存の掲出物件（屋外広告物法（昭和24年法律第189号）第2条第2項で定める掲出物

件をいう。）を用いて条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者及び条例

第4条第2項の規定による広告物等の継続許可を受けようとする者は，別記様式第1号に

よる屋外広告物許可申請書正副2通に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなけ

ればならない。ただし，市長がその必要がないと認める場合は，添付書類の一部又は全

部を省略することができる。 

(1) 広告物等の現況及びその周辺の状況を示すカラー写真 

(2) 別記様式第2号による屋外広告物安全点検報告書 

(3) 広告物等を表示し，又は設置する土地又は建築物等が自己の所有又は管理に属さ

ない場合は，当該土地又は建築物等の所有者若しくは管理者の承諾があったことを

証する書面又はその写し 

(4) 他の法令の規定により許可等を要する場合は，当該許可を受けていることを証す

る書面又はその写し 

(5) その他市長が必要と認める書類 

3 条例第3条第6項（条例第4条第3項において同条第1項の許可及び規則で定める軽微な

変更又は改造について準用する場合を含む。）の規定により市長と協議をする者は，別

記様式第2号の2による屋外広告物景観事前協議申出書に第1項各号に掲げる書類を添え

て市長と協議しなければならない。 

4 条例第3条第6項ただし書の規則で定める行為は，次に掲げる広告物又は広告物を掲出

する物件を1月を超えて表示し，又は設置する行為とする。 

(1) 地上からの高さが15メートルを超えるもの 

(2) 地上からの高さが15メートルを超え，又は延べ面積が1,000平方メートルを超える

建築物又は工作物の新築，増築，改築又は移転に伴い表示し，又は設置するもの 

(3) 地上からの高さが15メートルを超え，又は延べ面積が1,000平方メートルを超える

建築物又は工作物の外観を変更することとなる修繕，模様替え又は色彩の変更で，

当該外観の変更面積が当該外観の2分の1を超えるものに伴い表示し，又は設置する

もの 

5 第2項第2号の屋外広告物安全点検報告書は，条例第3条第5項の規定による管理する者

が点検し，作成しなければならない。 

6 条例第3条第1項並びに条例第4条第1項及び第2項の規定による許可の通知は，その許

可を受けようとする者に，屋外広告物許可申請書の副本を添えて，別記様式第3号によ

る屋外広告物許可書を交付することにより行う。 

（許可の基準） 

第3条 条例第3条第2項の規定による許可の基準については，第10条を準用する。 

（許可の期間） 

第4条 条例第3条第4項に規定する許可の期間は，次に掲げる区分に応じ，それぞれの定

めるところによる。 



1 はり紙 2月 
2 はり札等，広告旗，立看板等，広告幕及びアドバルーン 3月 
3 前2号に掲げるもの以外のもの 3年 

（資格を有する管理者の必要な広告物等） 

第5条 条例第3条第5項ただし書に規定する規則で定める広告物等は，建築基準法施行令

（昭和25年政令第338号）第138条第1項第3号に規定する高さ4メートルを超える広告

塔，広告板その他これらに類する広告物等とする。 

（管理者の資格） 

第6条 条例第3条第5項ただし書の規則で定める資格を有する者は，次に掲げるものとす

る。 

(1) 建築士法（昭和25年法律第202号）第2条第2項に規定する一級建築士 

(2) 電気工事士法（昭和35年法律第139号）第4条の2第1項に規定する特種電気工事資

格者認定証（ネオン工事に係るものに限る。）の交付を受けている者 

(3) 屋外広告業（屋外広告物法第2条第2項に定めるものをいう。以下同じ。）を営む

者の営業所における広告物等の表示又は設置の責任者として20年以上の経験を有す

るものとして市長が認定したもの 

2 前項第3号の認定を受けようとする者は，同号に該当することを証する書面を添えて，

市長に別記様式第4号による認定申請書を提出しなければならない。 

3 市長は，前項の申請書を提出した者に対して，第1項第3号の認定をしたときは，遅滞

なく，その旨をその申請者に通知するものとする。認定をしないときも同様とする。 

4 前項の規定による認定の通知は，別記様式第4号の2による資格認定証の交付をもって

行うものとする。 

（取付け完了の届出） 

第7条 条例第3条第1項及び条例第4条第1項の規定による広告物等の表示又は設置の許可

を受けた者がその取付けを完了したときは，別記様式第5号による屋外広告物取付完了

届出書に当該広告物等のカラー写真を添えて，市長に提出しなければならない。ただし，

はり紙，はり札等，広告旗及び立看板等についてはこの限りでない。 

（軽微な変更） 

第8条 条例第4条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更又は改造は，次のとおりとす

る。 

(1) 補修又は塗装替えを行う場合 

(2) 広告物（屋外広告物法第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。以下同じ。）に

ついて，形状，大きさ及び構造が同一性を失わない程度の変更を行う場合並びに色

彩，意匠又は広告物の内容の変更を行う場合 

（管理者の変更の届出） 

第9条 条例第5条の規定による管理者等の変更の届出は，別記様式第6号によるものとす

る。 



（規格） 

第10条 条例第6条に規定する規格は，別表第1のとおりとする。ただし，次に掲げる場

合は，それぞれの定めによるものとする。 

(1) 法令又は条例若しくは規則に特別の定めがある場合 

(2) 景観法（平成16年法律第110号）に基づく新潟市景観計画に位置付けられた景 
観計画特別区域について，市長が定めた規格による場合  

(3) 市長が，公益上特別な事由があると認める規格による場合 
（適用除外） 

第11条 条例第10条第1項第4号，同条第2項第1号から第3号まで，同条第3項及び同条第5
項第1号に規定する基準は，別表第2のとおりとする。 

（営利を目的としない広告物等） 

第12条 条例第10条第4項に規定する規則で定める営利を目的としない広告物等は，はり

紙，はり札等，広告旗及び立看板等で，次に掲げる条件を満たすものとする。 

(1) 表示面積は，1平方メートル以内であること。 

(2) けい光塗料又は反射塗料を使用しないこと。 

（手数料の免除申請） 

第13条 （略） 

（許可の表示） 

第14条 条例第15条の規定による許可の表示は，市長が交付する別記様式第8号による許

可証票を，当該許可に係る広告物等の見やすい箇所にはり付けて行うものとする。ただ

し，申請に係る広告物等がはり紙又ははり札等であるときは，当該広告物に別記様式第

9号による許可証票をはり付けて行うものとする。 
（点検） 

第14条の2 条例第16条の2ただし書の規則で定める簡易広告物は，はり紙，はり札等，

広告旗及び立看板等とする。 

（除却等の届出） 

第15条 条例第17条第2項の規定による広告物等の除却及び滅失の届出は，別記様式第10
号によるものとする。 

（広告物等の公示場所） 

第15条の2 （略） 

（保管物件一覧簿） 

第15条の3 （略） 

（広告物等の返還） 

第15条の4 （略） 

（身分証明書の様式） 

第15条の5 （略） 

（更新の登録の申請期限） 



第16条 （略） 

（登録申請） 

第16条の2 （略） 
（登録簿） 

第16条の3 （略） 

（登録の通知） 

第16条の4 （略） 

（登録状況確認書） 

第16条の5 （略） 

（登録事項の変更の届出） 

第16条の6 （略） 

（廃業等の届出） 

第16条の7 （略） 

（休止の届出等） 

第16条の8 （略） 

（標識） 

第16条の9 （略） 

（帳簿の備付け等） 

第16条の10 （略） 

（講習会の開催等） 

第17条 （略） 

（講習科目の一部免除） 

第18条 （略） 

（監督処分簿） 

第19条 （略） 

 

 附 則 （略） 



別表第１（第10条関係） 
 
  種類 基準 

建

築

物

又

は

工

作

物

を

利

用

す

る

も

の 

屋上広告 
（「屋上広告」とは，建築物の

屋上に固定して設置するものを

いう。） 

表示数 1 面につき 1 広告内容（1 広告

主）であること。 
高さ 15 メートル以下，かつ，地上から

広告物等を設置する箇所までの高

さの 3 分の 2 以下 
地上からの高さ 48 メートル以下 

表示面積 鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨

造又はこれらに類する強度を持つ

建築物を利用するもの 
設置する 1 建物につき総表示面

積 300 平方メートル以内，かつ，

1 面あたり 100 平方メートル以内 
上記以外のもの 

設置する１建物につき総表示面

積 30 平方メートル以内 
表示位置 設置する建物の壁面の端から突き

出さないこと。（照明機器等を除

く。） 
その他 けい光塗料又は反射塗料を使用し

ないこと。 
壁面広告 
（「壁面広告」とは，建築物又

は工作物の外壁面に固定して設

置するもの（外壁面から突き出

すものを除く。）及び外壁面に

固定して設置された堅牢
ろう

な枠組

（懸垂装置等を除く。）を利用

して表示する布状のものをい

う。） 

高さ 地上からの高さ 15 メートル以下

（自家用広告物等（ビル又は建物

の名称及び社章等に限る。）を除

く。） 
表示面積 設置する壁面の面積の 4 分の 1 以

内（複数設置する場合は，壁面毎

の総表示面積を対象とする。） 
表示位置 (1) 壁面の端から突き出さないも

のであること。 
(2) 窓又は開口部をふさがないも

のであること。 
その他 けい光塗料又は反射塗料を使用し 

 ないこと。 



 突出広告 
（「突出広告」とは，建築物又

は工作物の外壁面に固定して設

置するもの（外壁面から突き出

すものに限る。）をいう。） 

表示個数 1 壁面につき 3 個以内（自家用広

告物等で，表示個数が別表 2(2)条
例第 10 条第 2 項第 1 号に掲げる

広告物等の項の基準に適合するも

のを除く。） 
道路への

突出幅 
1 メートル以下 

広告物等

の下端ま

での高さ 

歩道上 
地上から 2.5 メートル以上 

車道上及び歩車道の区分のない道

路上 
地上から 4.5 メートル以上 

その他 けい光塗料又は反射塗料を使用し

ないこと。 
電

柱

又

は

街

灯

柱

等

を

利

用

す

る

も

の 

巻付広告及び直接塗装広告 
（「巻付広告」又は「直接塗装

広告」とは，電柱，街灯柱，電

話柱その他これらに類するもの

を利用してこれらに巻き付け，

又は直接塗装するものをい

う。） 

表示個数 柱 1 本につき 1 個 
長さ 1.5 メートル以下 
広告物等

の下端ま

での高さ 

地上から 1.2 メートル以上 

その他 けい光塗料又は反射塗料を使用し

ないこと。 
袖付広告 
（「袖付広告」とは，電柱，街

灯柱，電話柱その他これらに類

するものを利用してこれらに袖

付けにするものをいう。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表示個数 柱１本につき 1 個 
長さ 1.5 メートル以下 
突出幅 0.8 メートル以下 
広告物等

の下端ま

での高さ 

歩道上 
地上から 2.5 メートル以上 

車道上及び歩車道の区分のない道

路上 
地上から 4.5 メートル以上 

掲出方向 原則として道路の外側 
その他 けい光塗料又は反射塗料を使用し

ないこと。 



広

告

塔 

又

は

広

告

板 

野立て広告塔 
野立て広告板 
（「野立て広 
告塔」とは，

支柱が土地に

定着するもの

で柱状又は塔

状のものをい

う。） 
 

(1) 自家用広

告物等で別

表第 2(2)条
例第 10 条第

2 項第 1 号

に掲げる広

告物等の項

に掲げるも

の以外のも

の 

高さ 地上からの高さ 15 メートル以下 
表示面積 30 平方メートル以内 

（複数の営業所等の広告物を一の 
広告物として設置する場合にあっ

ては，60 平方メートル以内，か

つ，1 面 30 平方メートル以内） 

 （「野立て広

告板」とは，

支柱が土地に

定着するもの

で柱状又は塔

状以外のもの

をいう。） 

   
後退距離 市街化調整区域等にあっては，一

般国道，主要地方道及び鉄道等

（新幹線を除く。以下同じ。）の

敷地境界線から 2 メートル以上 
その他 ア 交通の見通し及び道路標識の

視認性を妨げないこと。 
イ けい光塗料又は反射塗料を使

用しないこと。 
(2) 特定の施

設の位置又

は所在を表

示し，又は

案内するこ

とを目的と

するもの 

表示個数 住所又は 1 つの事業所，営業所若

しくは作業場（以下「1 営業所

等」という。）につき 2 個以内 
表示面積 1 個当たり 2 平方メートル以内

（複数の営業所等が共同で設置す

る広告物等にあっては，1 営業所

等当たり 2 平方メートル以内で，

かつ，総表示面積 10 平方メート

ル以内） 
高さ 地上から 3 メートル以下 
その他 ア 表示の内容は，誘導及び案内

のために必要な文言又は図表に

限ること。 
イ 交通上の見通し及び道路標識

の視認性を妨げないこと。 
ウ けい光塗料又は反射塗料を使

用しないこと。 



(3) 前 2 号に

掲げるもの

以外のもの 

高さ 地上からの高さ 6 メートル以下 
表示面積 30 平方メートル以内 
後退距離 市街化調整区域等にあっては，一

般国道，主要地方道及び鉄道等の

敷地境界線から 50 メートル以上 
広告物相

互間距離 
市街化調整区域等にあって，高速

自動車道及び新幹線の敷地境界線

から 300 メートルを超え 500 メー

トル以内のもの 
300 メートル以上 

市街化調整区域等にあって，一般

国道，主要地方道及び鉄道等の敷

地境界線から 100 メートル以内の

もの 
50 メートル以上 

    

その他 ア 交通上の見通し及び道路標識

の視認性を妨げないこと。 
イ けい光塗料又は反射塗料を使

用しないこと。 
条

例

第

6

条

第

5

号

に

規

定

す

る

も

の 

アーチ広告 
（「アーチ広告」とは，堅牢な

材料を使用して作成され，道路

を横断して設置されるものをい

う。） 

広告物等

の下端ま

での高さ 

歩道上 
地上から 3.5 メートル以上 

車道上及び歩車道の区分のない道

路上 
地上から 5.0 メートル以上 

その他 けい光塗料又は反射塗料を使用し

ないこと。 
アドバルーン 
（「アドバルーン」とは，気球

を利用して表示するものをい

う。） 
 
 
 
 
 
 

(1) 長さ 10 メートル以下，幅 1.5 メートル以

下の布片等に表示し，主綱に十分緊結するこ

と。 
(2) 掲揚中に建築物又は工作物に接触しないも

のであること。 
その他 けい光塗料又は反射塗料を使用し

ないこと。 



つり下げ広告 
（「つり下げ広告」とは，アー

ケード類に固定して設置するも

のをいう。） 

表示面積 4 平方メートル以下 
広告物等

の下端ま

での高さ 

歩道上 
地上から 2.5 メートル以上 

車道上及び歩車道の区分のない道

路上 
地上から 4.5 メートル以上 

その他 けい光塗料又は反射塗料を使用し

ないこと。 
広告幕 
（「広告幕」とは，布状のもの

をさお，ひも等に掛け，建築物

又は工作物を利用して設置する

もので容易に取りはずすことが

できるもの（壁面広告及び懸垂

幕並びに野立て広告塔又は野立

て広告板の一部として表示する

ものを除く。）をいう。） 

大きさ 幅 1.2 メートル以下，長さ 15 メ

ートル以下 
広告物等 
の下端ま

での高さ 

歩道上 
 地上から 3.5 メートル以上 
車道上及び歩車道の区分のない道

路上 
 地上から 5 メートル以上 

その他 (1) 外周に風圧に耐える措置が施

されていること。 
(2) けい光塗料又は反射塗料を使

用しないこと。 
懸垂幕 
（「懸垂幕」とは，布状のもの

を建築物又は工作物の外壁面に

固定された懸垂装置等を利用し

て設置するものをいう。） 

大きさ 布状のものの幅 1.8 メートル以

下，長さ 20 メートル以下 
表示面積 30 平方メートル以内 
個数 設置する壁面につき５個以内 
その他 (1) 外周に風圧に耐える措置が施

されていること。 
(2) けい光塗料又は反射塗料を使

用しないこと。 
はり紙 
（「はり紙」とは，紙製のもの

その他これに類するもので建築

物その他の工作物等にはり付け

るものをいう。） 
 
 
 
 

表示面積 1.5 平方メートル以内 
その他 けい光塗料又は反射塗料を使用し

ないこと。 



はり札等 
（「はり札等」とは，容易に取

り外すことができる状態で工作

物等に取り付けられているはり

札その他これに類する広告物を

いう。） 

表示面積 1.0 平方メートル以内 
その他 けい光塗料又は反射塗料を使用し

ないこと。 

広告旗 
（「広告旗」とは，容易に移動

させることができる状態で立て

られ，又は容易に取り外すこと

ができる状態で工作物等に取り

付けられている広告の用に供す

る旗（これを支える台を含

む。）をいう。） 

大きさ 縦 2 メートル以下，横 1 メートル

以下 
その他 けい光塗料又は反射塗料を使用し

ないこと。 

立看板等 
（「立看板等」とは，容易に移 
動させることができる状態で立

てられ，又は工作物等に立て掛

けられている立看板その他これ

に類する広告物又は掲出物件

（これらを支える台を含む。）

をいう。） 

大きさ 縦 2 メートル以下，横 1 メートル 
以下  

その他 けい光塗料又は反射塗料を使用し

ないこと。 

 
注1 自家用広告物等とは，自己の氏名，名称，店名若しくは商標又は自己の事業若し

くは営業の内容を表示するため，自己の住所又は事業所，営業所若しくは作業場に

表示し，又は設置する広告物等をいう。 
2 市街化調整区域等とは，次に定める区域をいう。ただし，別に市長が指定する区

域を除く。 
(1) 新潟都市計画区域内の市街化調整区域 
(2) 新潟都市計画区域以外で用途地域が定められていない区域 

3 この表に定めのない種類の広告物等に係る基準については，この表に定める種類

の基準との均衡等を考慮して市長が別に定める。 
 



別表第2（第11条関係） 
(1) 条例第 10 条第 1

項第 4 号に掲げる

広告物等 

表示個数 1 施設又は 1 物件につき 1 個 
表示面積 ア 0.5 平方メートル以内 

イ 表示の方向から見た場合における当該施設又は当該物

件の外郭線内を 1 平面とみなしたものの大きさの 20 分の

1 以内 
その他 けい光塗料又は反射塗料を使用しないこと。 

(2) 条例第 10 条第 2
項第 1 号に掲げる

広告物等 

  条例第 7 条（禁止地域）に

おける基準 
条例第 7 条（禁止地域）以

外における基準 
表示個数（はり紙，はり

札等，広告旗及び立看板

等（以下「簡易広告物」

という。）に係るものを

除く。） 

1 営業所等につき 3 個以内 1 営業所等につき 5 個以内 

表示個数（簡易広告物に

係るものに限る。） 
1 営業所等につき 10 個以内 1 営業所等につき 10 個以内 

表示面積（簡易広告物に

係るものを除く。） 
合計 10 平方メートル以内 合計 10 平方メートル以内 

道路への突出幅 1 メートル以内 1 メートル以内 
その他 ア けい光塗料又は反射塗

料を使用しないこと。 
イ 表示場所は屋上以外で

あること。 

けい光塗料又は反射塗料を

使用しないこと。 

(3) 条例第 10 条第 2
項第 2 号に掲げる

広告物等 

表示個数 1 団の土地又は 1 物件につき 2 個以内 
表示面積 合計 10 平方メートル以内 
その他 けい光塗料又は反射塗料を使用しないこと。 

(4) 条例第 10 条第 2
項第 3 号に掲げる

広告物等 

表示期間 工事中に限り表示されるものであること。 
その他 ア 一般の宣伝の用に供されていないこと。 

イ けい光塗料又は反射塗料を使用していな 
いこと。 

(5) 条例第 10 条第 3
項に掲げる広告物

等 

表示面積 1 平方メートル以内 
その他 けい光塗料又は反射塗料を使用していないこと。 

(6) 条例第 10 条第 5
項第 1 号に掲げる

広告物等 

その他 けい光塗料又は反射塗料を使用していないこと。 



新潟市告示 第 38 号 
 
 新潟市屋外広告物条例（平成 7 年新潟市条例第 59 号）第 7 条及び第 8 条第 1 項第 5 号

の規定により禁止地域及び禁止物件を次のとおり指定する。 
 なお，この指定は，平成 8 年 4 月 1 日から施行する。 
  平成 8 年 3 月 1 日 
                            新潟市長  長谷川 義明 
 
1  新潟市屋外広告物条例第 7 条の規程に基づき，屋外広告物等を表示し，又は設置して

はならない地域又は場所を次のように指定する。 
(1)  同条第 1 項第 1 号の規定によるもの 

昭和 46 年新潟県告示第 1164 号に定める白山風致地区及び新潟海浜風致地区 
(2)  同条第 1 項第 2 号の規定によるもの 

 
名  称 所在地 種 別 指定地域 

旧新潟税関 緑町 3437 番 8  史跡 史跡指定地域内 

旧新潟税関庁舎 緑町 3437 番 8  建造物 敷地内 

新潟県議会旧議事堂 一番堀通町 3 番地 3  建造物 敷地内 

 (3)  同条第 1 項第 3 号の規定によるもの 
名  称 所在地 種 別 指定地域 

的場遺跡 
的場流通 1 丁目 
2 番地 1 他 

史跡 史跡指定地域内 

(4)  同条第 1 項第 5 号の規定によるもの 
市街化調整区域等（新潟市屋外広告物条例施行規則に規定する市街化調整区域等を

いう。）における，次に掲げる道路及び鉄道の敷地及びこれらの敷地境界線から両側

300メートル以内の区域 
ア 高速自動車国道の市内全区間 
イ 上越新幹線の市内全区間（旅客営業区間に限る。） 

(5)  同条第 1 項第 6 号の規定によるもの 
新潟市樹木の保存及び緑化の推進に関する条例（昭和 50 年新潟市条例第 3 号）第

7 条第 1 項の規定により指定された保存樹林のある区域 
 



(6)  同条第 1 項第 7 号の規定によるもの 
新潟市都市公園条例（昭和 32 年新潟市条例第 44 号）第 2 条の規定により告示さ

れた都市公園 
(7)  同条第 1 項第 8 号の規定によるもの 

佐渡弥彦米山国定公園区域のうち市内に存する区域 
(8)  同条第 1 項第 10 号の規定によるもの 

別図に定める区域 
2  新潟市屋外広告物条例第 8 条第 5 号の規定に基づき，屋外広告物等を表示し，又は設

置してはならない電柱，街灯柱その他電柱の類を次のように指定する。 
都市計画道路新潟停車場線の区域の電柱，街灯柱その他の電柱の類 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

禁 止 地 域 （ 新 潟 駅 前 広 場 及 び そ の 周 囲 ） 



新潟市告示 第 115 号 

 

新潟市屋外広告物条例第 13 条の規定による広告物活用地区の指定に関する告示 

 

 新潟市屋外広告物条例（平成 7 年新潟市条例第 59 号。以下「市条例」という。）第

13 条の規定により、広告物活用地区を指定し、広告物又は広告物を掲出する物件（以下

「広告物等」という。）を表示し、又は設置する場合の基準を次のとおり定める。 

 

平成 26 年 2 月 14 日 

 

                             新潟市長  篠田  昭 

 

１ 名称 

   万代シテイ広告物活用地区 

２ 目的 

   万代シテイ広告物活用地区（以下「活用地区」という。）は、大規模な商業開発に

より、市内でも随一の来街者数を誇る商業地域として、また、交通結節点としての役

割を有する地域として発展してきた。これらの多くの歩行者が往来しているため、こ

れまでも歩行者に向けての街路空間の形成に努めてきた地域である。 

   歩行者に向けた屋外広告物を活用することにより、当該地区内の都市空間の景観、

明るく安全なイメージ等を維持し、又は向上させつつ、商業活動を今後ますます活性

化させることを目的として別図の区域を広告物活用地区とするものである。 

３ 市条例第１３条第２項の市長が定める基準 

(1)   活用地区内に表示し、又は設置する壁面広告は、次の表に掲げる規格に従い、

構造上安全であり、公衆に危害を及ぼすおそれのないものであること。 

 

 

 

 

 

 



 種類 基準 

建築物又

は工作物 

を利用す

るもの   

壁面広告  (建築物又は工

作物の外壁面に固定して

設置するもの ( 外壁面か

ら突き出すものを除

く。 ) 及び外壁面に固定

して設置された堅牢な枠

組 ( 懸垂装置等を除

く。 ) を利用して表示す

る布状のものをいう。 )  

高さ   規制なし   

表示面積   規制なし   

表示位置   (1)  壁面の端から突き出

さないものであること。   
(2)  窓及び開口部をふさ

がないものであること。   

その他   けい光塗料及び反射塗料を

使用しないこと。   

(2)  (1) のうち、地区内の中央区万代 1 丁目 5 番 1 号及び中央区万代 1 丁目 6 番 1 号

に存する建築物の国道７号及び市道東港線に面する壁面に設置し、又は表示する壁

面広告は、次の表に掲げる基準に適合するものであること。 

 種類 基準 

建築物又

は工作物

を利用す

るもの   

壁面広告   高さ 規制なし   

表示面積 壁面の総面積の 4 分の 1 以内  

表示位置 (1)  壁面の端から突き出さ

ないものであること。 
(2)  窓及び開口部をふさが

ないものであること。 

その他 けい光塗料及び反射塗料を

使用しないこと。   

(3)  活用地区内において次に掲げる広告物等を表示し、又は設置する許可を受けよう

とする者は、許可の申請をする日の 30 日以上前に、その内容を市長と協議（以下

「景観事前協議」という。）しなければならない。 

ア 地上からの高さが 15 メートルを超えるもの 

イ 地上からの高さが 15 メートルを超え、又は延べ面積が 1,000 平方メートルを

超える建築物又は工作物の新築、増築、改築又は移転に伴い表示し、又は設置す

るもの 

ウ 地上からの高さが 15 メートルを超え、又は延べ面積が 1,000 平方メートルを



超える建築物又は工作物の外観を変更することとなる修繕、模様替え又は色彩の

変更で、当該外観の変更面積が当該外観の面積の 2 分の 1 を超えるものに伴い表

示し、又は設置するもの 

(4)   活用地区内の中央区万代 1 丁目 5 番 1 号及び中央区万代 1 丁目 6 番 1 号に存す

る建築物においては、国道 7 号及び市道東港線に面する壁面に壁面広告を表示し、

又は設置するための許可を受けようとする者は、許可を申請する日の 30 日以上前

に、景観事前協議しなければならない。 

(5)   活用地区内における景観事前協議の際は、事前に地区に相応しい広告物かどう

かを万代シテイ商工連合会商店街振興組合（以下「本組合」という。）が審査を行

った上で、本組合の承認印を押印して景観事前協議を行う者に届け出ることにより、

活用地区に相応しい広告物のデザインを維持し、向上を図るものとする。 

４ 市条例第 13 条第 2 項の市長が指定する物件 

 (1)  高架構造物（市道東港線及び市道弁天町線上に架かる高架構造物の道路に面する

部分を除く。） 

 (2)  電柱，街灯柱その他電柱の類及び消火栓標識 

 (3)  地下道の上屋 

 (4)  アーチの支柱及びアーケードの支柱その他これらに類するもの 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別 図   万 代 シ テ イ 広 告 物 活 用 地 区  区 域 図  

縮 尺  1500 分 の 1

で囲まれた区域 




